
事
業
承
継
個
別
相
談
窓
口
を

新
設
し
ま
す

内
容：
後
継
者
不
足
や
事
業
承
継
に
悩
む
市
内

の
経
営
者
や
後
継
者
を
対
象
に
、
専
門
家
が
個

別
相
談
に
応
じ
る
窓
口
を
新
設
し
ま
す
。　

日
時：
毎
月
第
2
木
曜
日（
初
回
は
、
10
月
13

日（
木
））①
午
前
10
時
～
11
時
②
午
前
11
時
30

分
～
午
後
０
時
30
分　

場
所：
田
原
市
役
所

３
０
１
会
議
室　

申
込：
相
談
日
の
1
週
間
前

ま
で
に
Ｆ
Ａ
Ｘ
ま
た
は
メ
ー
ル
に
て
申
込
書

（
Ｈ
Ｐ
に
掲
載
）を
商
工
観
光
課
へ
提
出
。

※
詳
細
は
市
Ｈ
Ｐ
か
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
商
工
観
光
課　

　
☎
27‐７
３
３
１　

22‐３
８
１
７ 　

　
　

 syoko@
city.tahara.aichi.jp

田
原
地
域
企
業
説
明
会

「
た
は
ら

4

4

4

で
は
た
ら

4

4

4

こ
う
」

内
容：
市
内
企
業
の
人
材
確
保
と
労
働
力
の
流

出
を
防
ぐ
た
め
、
就
職
応
援
セ
ミ
ナ
ー
お
よ
び

企
業
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。　

日
時：
10
月

５
日（
水
）【
就
職
応
援
セ
ミ
ナ
ー（
面
接
対
策
な

ど
）】午
後
１
時
～
２
時【
企
業
説
明
会
】午
後
2

時
～
4
時　

場
所：
田
原
福
祉
セ
ン
タ
ー
３
階

申
込：
就
職
応
援
セ
ミ
ナ
ー
は
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー

ク
豊
橋
へ
電
話
に
て
予
約
。
企
業
説
明
会
は
、

直
接
会
場
へ
。

※
詳
細
は
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
豊
橋
Ｈ
Ｐ
か
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
豊
橋（
豊
橋
公
共
職
業
安
定

所
）　
☎（
０
５
３
２
）52‐７
１
９
３

精
神
科
医
師
に
よ
る
相
談
日

（
予
約
制
）

対
象：
こ
こ
ろ
の
健
康
が
心
配
な
方
や
、
こ
こ

ろ
の
病
気
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
方
、
ま
た
は
そ

の
家
族（
精
神
科
や
診
療
内
科
に
通
院
し
て
い

な
い
方
）　
日
時：
９
月
16
日（
金
）午
後
1
時
30

分
～
３
時
30
分　

場
所：
豊
川
保
健
所

田
原
保
健
分
室（
田

原
福
祉
セ
ン
タ
ー

内
）　

内
容：
精
神

科
医
師
に
よ
る
相

談　
参
加
料：無
料

定
員：
３
名（
先
着
順
）　
申
込：電
話
に
て

▼
豊
川
保
健
所　
☎（
０
５
３
３
）86‐３
６
２
６

請
求
は
お
済
み
で
す
か
？

第
11
回
特
別
弔
慰
金

　
戦
没
者
な
ど
の
ご
遺
族
に
対
し
、
記
名
国
債

が
支
給
さ
れ
る「
特
別
弔
慰
金
」に
つ
い
て
、
現

在
、
第
11
回
の
申
し
込
み
を
受
け
付
け
て
い
ま

す
。
ま
だ
請
求
さ
れ
て
い
な
い
方
は
早
め
に
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

対
象：
戦
没
者
な
ど
の
死
亡
当
時
の
遺
族
で
、

令
和
２
年
４
月
１
日（
基
準
日
）に
公
務
扶
助
料

や
遺
族
年
金
を
受
け
て
い
る
方（
戦
没
者
な
ど

の
妻
や
父
母
な
ど
）が
い
な
い
場
合
に
、
先
順

位
の
ご
遺
族
お
一
人　

支
給
内
容：
額
面
25
万

円
、
５
年
償
還
の
記
名
国
債　

請
求
期
限：
令

和
５
年
３
月
31
日　

※
期
限
を
過
ぎ
る
と
、
権

利
が
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
お
早
め
に
ご
請
求

く
だ
さ
い
。（
基
準
日
以
降
に
対
象
者
が
死
亡

し
て
い
る
場
合
で
も
、
相
続
人
に
よ
る
請
求
が

可
能
な
場
合
が
あ
り
ま

す
。）　

申
請
場
所：
地

域
福
祉
課　
そ
の
他：現

在
、
国
債
の
発
行
に
時

間
が
か
か
っ
て
い
ま
す
。

既
に
申
請
さ
れ
た
方
は
、
今
し
ば
ら
く
お
待
ち

く
だ
さ
い
。

▼
地
域
福
祉
課　
☎
23‐３
５
１
２

井
戸
水
を
飲
用
に
使
用
し

て
い
る
ご
家
庭
の
皆
さ
ん
へ

　

井
戸
水
を
飲
用
に
使
用
し
て
い
る
場
合
は
、

使
う
人
が
自
分
自
身
で
井
戸
な
ど
の
施
設
や
水

質
の
管
理
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

・
井
戸
な
ど
の
施
設
と
そ
の
周
辺
の
点
検
・
清

掃
を
行
い
、
清
潔
に
保
ち
ま
し
ょ
う
。

・
井
戸
水
の
色
、
濁
り
、
に
お
い
、
味
に
異
常

が
な
い
か
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

・
井
戸
水
は
塩
素
消
毒
や
煮
沸
を
し
ま
し
ょ
う
。

・
年
１
回
以
上
、水
質
検
査
を
受
け
ま
し
ょ
う
。

・
水
質
が
良
い
井
戸
な
ど
も
、
今
後
汚
染
さ
れ

る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
の
で
、
飲
用
水
に
は
水

道
水
の
利
用
を
お
勧
め
し
ま
す
。

▼
環
境
政
策
課　
☎
23‐３
５
４
１
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